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「犯罪被害者等基本計画骨子案（ 2 ）」について

井 上 正 仁

2頁〔今後講じていく施策〕(1)のうち 3行目以下
「法務省において，附帯私訴，損害賠償制度等，損害賠償の請求に関して検察官の立証

の成果を利用することにより・・・・」 となっていますが，検討会の第２回会合の席上で確認

されたまとめでは，「附帯私訴，損害賠償等」という例示はなかったと記憶します。それらの

制度を採用する可能性を現段階で否定するという趣旨ではありませんが，第 2 回会合で
も，複数の構成員から慎重論が示された点でもあり，この書きぶりですと，読み方によって

は，それらの制度の採用に積極的な態度決定をしたかのように受け取られるおそれもある

ように思いますので，その部分を削除すべきだと考えます。




